
 
 

 

一 

 
 

 

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部 

 
 

 
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

二
年
法
律
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
条
の
二 

運
輸
大
臣
は
、
外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
よ
り
生
ず
る
事
態
に
緊
急
に
対
処
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
外
国
（
外
国
の
公
共
団
体
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
当
該
措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
そ
の
属

す
る
外
国
）
に
係
る
外
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
（
以
下
「
特
定
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、

期
間
を
定
め
て
、
そ
の
期
間
内
に
そ
の
事
態
が
消
滅
し
な
い
場
合
は
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る

旨
を
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、
当
該
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
の
行
う
外
航
船
舶
運
航
事
業
に
使
用
す
る
船

舶
の
外
国
の
港
へ
の
入
港
に
つ
い
て
、
外
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
対
し
て
納
付
を
義
務
付
け



 

 
 

 

二 

て
い
な
い
不
当
に
差
別
的
な
負
担
金
（
負
担
金
、
課
徴
金
、
入
港
料
そ
の
他
名
称
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
金
銭
的
負
担
と

な
る
も
の
を
い
う
。
）
の
納
付
を
義
務
付
け
る
こ
と
又
は
そ
の
納
付
を
将
来
義
務
付
け
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
。 

 

二 

本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
の
行
う
外
航
船
舶
運
航
事
業
に
使
用
す
る
船
舶
に
つ
い
て
、
外
国
の
港
へ
の
入
出
港
を
制

限
し
、
若
し
く
は
禁
止
し
、
若
し
く
は
外
国
に
お
け
る
貨
物
の
積
込
み
若
し
く
は
取
卸
し
を
制
限
し
、
若
し
く
は
禁
止
す

る
こ
と
（
以
下
「
入
出
港
制
限
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
又
は
入
出
港
制
限
等
を
将
来
行
う
旨
の
決
定
を
す
る
こ

と
。 

２ 

運
輸
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
措
置
に
関
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
し
た
と
き
は
、
当
該
通
告
を
し
た
特
定

相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、
同
号
の
負
担
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
国
庫
へ
の
納
付
を
通
告
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
特
定
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

第
四
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
運
輸
大
臣
は
、
」
の
下
に
「
第
三
条
第
一
項
又
は
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を 



 
 

 

三 

「
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は
特
定
相
手
国

外
航
船
舶
運
航
事
業
者
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。 

 
 

た
だ
し
、
外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
が
同
項
第
二
号
の
入
出
港
制
限
等
を
行
わ
な
い
場 

 

合
で
あ
つ
て
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
を
受
け
た
特
定
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
が
同
項
に
規
定
す
る
金
額 

 

を
国
庫
に
納
付
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
」
の
下
に
「
又
は
当
該
特
定
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
」

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
命
令
は
、
」
の
下
に
「
第
三
条
第
一
項
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
後
段
」

を
「
第
三
条
第
二
項
後
段
（
前
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
条
第
二 

項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
運
輸
大
臣
は
、
」
の
下
に
「
第
三
条
第
一
項
又
は
」
を
加
え
、
同
条

第
六
項
中
「
前
条
第
二
項
後
段
」
を
「
第
三
条
第
二
項
後
段
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、
「
当
該
相
手
国
外
航
船
舶
運

航
事
業
者
」
を
「
特
定
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
若
し
く
は
当
該
相
手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
若
し
く
は
当
該
特
定
相



 

 
 

 

四 

手
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 

 

五 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

外
国
等
が
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、
外
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
対
し
て
納
付
を
義

務
付
け
て
い
な
い
不
当
に
差
別
的
な
負
担
金
の
納
付
を
義
務
付
け
、
若
し
く
は
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
の
使
用
す
る
船
舶

の
当
該
外
国
の
港
へ
の
入
出
港
を
制
限
す
る
等
の
措
置
を
実
施
し
、
又
は
決
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
措
置
に
よ
り
生
ず

る
事
態
に
緊
急
に
対
処
す
る
た
め
、
当
該
外
国
に
係
る
外
国
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
使
用
す
る
船
舶
の
本
邦
の

港
へ
の
入
港
の
禁
止
等
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を

提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


